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前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

(AP-1) （CP-1） キリスト教学Ⅰ キリスト教学Ⅱ （DP-1）

基礎演習

経済学 哲学 キリスト教と諸宗教 キリスト教と生命倫理

心理学 文学

日本史 社会学

地理学 世界史

日本国憲法 法学

数学I 数学Ⅱ 統計学I 統計学Ⅱ

化学 生物学

化学実験 生物学実験

物理学 地学 物理学実験 地学実験 （DP-2）

体育実技Ⅰ 体育実技Ⅱ

（CP-2） 運動の科学

情報処理基礎演習 情報科学の基礎 情報処理演習

(AP-2) 英語Ⅰ 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 外国語演習Ⅰ 外国語演習Ⅱ

日本語Ⅰ 日本語Ⅱ 中国語Ⅰ 中国語Ⅱ
(※留学生科目) (※留学生科目) ハングルⅠ ハングルⅡ

キャリア実習 キャリアベーシック キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ

全学共通科目Ａ 全学共通科目Ｂ 学外農場実習 博物館実習 （DP-3）

（CP-３）

畜産学総論 土壌学 草地・飼料作物学 作物生産学Ⅱ 動物の行動と管理 生物地球化学

作物生産学Ⅰ 園芸生産学Ⅰ クマ学 肉用家畜学 気象・気候学

植物生態学 乳肉科学 野生動物と社会 乳用家畜学

(AP-3) 気象学の基礎 野生動物学の基礎 植生保全学 森林環境学 （DP-4）

マーケティング論 動物生態学 食品流通論

食品産業論

専門ゼミナールⅠ 専門ゼミナールⅡ 卒業研究Ⅰ 卒業研究Ⅱ

研究発表

農環境情報学概論I 農環境情報学概論Ⅱ 経済学基礎理論 農業資源経済学 統計データ分析演習 アグリビジネス論

（CP-４） 経済原論 経営学入門 地域経済論 国際法 国際経済論

社会調査法 農業経営学 酪農・畜産経営論

農業機械・施設学 バイオマス技術入門

GIS基礎演習 農畜産物市場論 民法・商法

農業協同組合論 行財政学概論 （DP-5）

       日本経済論 簿記・会計学基礎

GIS応用演習 海外自然環境実習

農村社会学 農業政策学Ⅰ 農業市場論 地域計画論

(AP-4) 農業政策学Ⅱ 営農システム論

協同組合学 アグリデザイン演習

地域連携論

（CP-5） 簿記・会計演習

アグリデザイン実習

（DP-6）

コンサルティング実
践演習Ⅰ

コンサルティング実
践演習Ⅱ

データサイエンス演
習Ⅰ

データサイエンス演
習Ⅱ

リモートセンシング
基礎演習

酪農学園大学 農食環境学群 農環境情報学類　3ポリシー・教育課程・養成する人材像の関連図

アドミッション・ポリシー

(AP)
カリキュラム・ポリシー

(CP)
教 育 課 程 ディプロマ・ポリシー

(DP) 養成する人材像
１年 ２年 ３年 ４年

①
情報を活用して地域
と農業をデザインで
きる人材

本学の教育理念の理解
を深める目的から酪農
学園導入教育ならびに
学群専門導入科目を置
く。

建学の精神である
「三愛主義」「健土
健民」を基に、人
文・社会・自然科学
の知識と倫理観を養
い、多様な価値観を
尊重し、持続可能な
社会の実現に貢献で
きる。

基

盤

教

育

人文社会科学
教育

自然科学教育

保健体育教育

農環境や地域社会を
取り巻く現状への深
い理解及び十分な知
識を有する。

大学での学びを円滑に
進めるための基礎学力
と社会人としての基礎
力を身につける科目群
として基盤教育科目
（人文社会科学教育、
自然科学教育、外国語
教育、情報教育など）
を置く。

情報教育

外国語教育

キャリア教育

全学共通教育

共

通

教

育

酪農学園導入教育

建学の精神と農食環
境学概論

「農・食・環境」を広
く学ぶ科目群として学
群専門教育科目を置
く。

専

門

教

育

学群専門教育

学群専門導入教育

健土健民・農食環境
学入門実習

発見した課題の解決
に向けて、他者と協
働し、主体的に取り
組むことができる。

専門演習

専門科目

GISリモートセンシ
ング基礎

資源リサイクルと環
境保全

再生可能エネルギー
入門

※必修科目 ※アグリデザイン領域要修得科目 ※地域データサイエンス領域要修得科目

プログラミング入門 機械学習入門 画像解析AI演習

ボランティア活動
・NPO・NGO論

農業・環境および地域
社会を取り巻く現状に
関心を持っている人

幅広い教養と専門的知
織、自身の思考や判断
の根拠を説明・伝達す
るための論理的思考力
とコミュニケーション
能力の修得に意欲を持
つ人

多様な人々と協働し
て、主体的に持続可能
な地域社会の実現に貢
献したいと考えている
人

表現・コミュニケー
ションの基礎となる言
語的能力や論理的思
考・情報解析の基礎と
なる数理的能力に関わ
る基礎学力を有してい
る人

②
地域の問題を主体的
に解決できるデータ
サイエンティスト

農業や環境を含む地
域課題に対する自ら
の考えや判断の根拠
を説明するためのプ
レゼンテーション及
びコミュニケーショ
ン能力を有する。応

用

科

目

アグリデザ
イン領域

分野を超えた探究心に
対応するために全学共
通教育科目を置く。

地域データ
サイエンス

領域

環境モニタリングとリ
モートセンシング

専門性を高めるための
科目群として学類専門
教育（アグリデザイン
領域科目、地域データ
サイエンス領域科目な
ど）を置く。

農環境情報学類は、
北海道という農業・
環境の先進地を
フィールドとして、
地域社会、特に農業
分野における労働力
不足や環境への配慮
といった課題解決の
ため、農学・環境
学・情報学といった
分野を融合した学び
により、データサイ
ンエス・DX（デジタ
ルトランスフォー
メーション）を活用
し、資源の効率的な
管理と利用を促進で
きる以下の人材を養
成することで、次世
代の農業・環境・地
域社会の発展に寄与
することを目指す。

地域社会、特に農業
分野における経済や
社会システムを農学
的視点と農学の専門
知識・技術によって
調査・分析、情報解
析できる。

農業や環境を含む地
域社会の振興に必要
な計画を立案でき
る。

農
環
境
情
報
専
門
教
育
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酪農学園大学農食環境学群履修規程（改正案） 

（目的） 

第１条 この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」という。）第29条の規定に基づき農食環

境学群の履修等に関する事項を定めることを目的とする。 

（授業科目） 

第２条 授業科目及び単位数並びに開講年次は、別表Ⅰ「授業科目履修年次配当表」のとおりと

する。 

２ 授業科目履修年次配当は、やむを得ない事情で変更することがある。 

（授業） 

第３条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用に

より行う。 

（卒業の要件） 

第４条 卒業の要件を満たすには、学則第13条に定める修業年限以上在学し、別表Ⅱ｢卒業必要単

位数」による単位を修得しなければならない。 

（進級認定） 

第５条 ２年次終了時において、卒業必要単位数に算入される科目で、次の単位を修得した者に

ついては、教授会の議を経て、上級年次への進級を認定する。 

循環農学類 

食と健康学類（管理栄養士コース除く） 

環境共生学類 

農環境情報学類 

２年次 62単位以上 

 食と健康学類管理栄養士コースは、１～３年次各終了時において、卒業必要単位数に算入され

る科目で、次の単位を修得した者については、教授会の議を経て、上級年次への進級を認定す

る。 

食と健康学類 

管理栄養士コース 

１年次 
１年次に開講する全ての必修科目数 

（合計27科目）のうち、23科目以上修得 

２年次 
２年次までに開講する全ての必修科目数 

（合計46科目）のうち、44科目以上修得 

３年次 
３年次までに開講する全ての必修科目数 

（合計66科目）のうち、64科目以上修得 

２ 前項に定める要件を満たせない者は留年とし、同一学年で２回留年となった者には、学生担

当教員（アドバイザー又は研究室指導教員）と協議した上で、学群長より退学勧告をすること

がある。ただし、休学による留年は対象としない。 

（必修科目） 

第６条 必修科目とは、修得しなければ卒業を認められない授業科目をいう。 

２ 必修科目の単位は、他の授業科目の単位をもって代えることはできない。 

３ 必修科目は、所定の年次において履修しなければならない。

４ 所定の年次において未修得となった必修科目は、次年度に他の授業科目に優先させて履修し

なければならない。 

（選択科目） 

第７条 選択科目とは、必修科目以外の授業科目をいう。 

２ 卒業に必要な単位数を満たすために、必修科目に加えて選択科目の単位を修得しなければな

【資料３】
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らない。 

（履修登録及び履修） 

第８条 履修しようとする授業科目は、指定期間内に教育センター教務課に指定された方法によ

り登録手続きをしなければならない。 

２ 履修登録をしない者は、修学の意志がないものとみなす。 

３ 同一時間に２科目以上履修することはできない。ただし、履修すべき科目の時間割（集中授

業、補講を含む）が重複する場合は、教育センター教務課に申し出なければならない。 

４ 同一年度に同一の授業科目を重複して履修登録することはできない。ただし、卒業年次の後

学期に限り、当該年度の前学期に未修得となった授業科目が後学期にも開講される場合は、後

学期履修登録変更時において、再度履修登録することができる。 

５ 既に単位を修得した授業科目は、履修することはできない。ただし、編入学者が教職課程の

教科に関する専門教育科目を履修する場合は、その限りではない。 

６ 上級年次に配当された授業科目は、原則として履修することはできない。ただし、留年にな

った者が次年次配当の選択科目（実験・実習を除く。）を履修する場合は、その限りではな

い。 

７ 食と健康学類管理栄養士コースは、前項ただし書きの定めによらず、留年になった者は、次

年次配当の必修科目（実験・実習を除く。）を履修することができる。この場合、半期の履修

科目の上限は、前年度までの未修得科目数を含む10単位までとする。 

８ クラス別編成になっている授業科目は、指定されたクラスの授業時間割表に従って履修しな

ければならない。 

９ 礼拝の時間に授業科目を履修することはできない。 

10 履修登録した以外の授業科目を聴講することはできない。 

11 履修登録した以外の授業科目を履修し、試験に合格しても単位は認めない。 

12 履修は入学時に示した授業科目履修年次配当表による。従って、下級年次から教育課程が変

更になった場合、振替可能な授業科目以外の新しい授業科目を履修することはできない。 

（履修制限及び開講取り消し） 

第９条 １年次において、年間48単位、１学期につき26単位を超えて履修することはできない。

２年次以降において、年間46単位、１学期につき24単位を超えて履修することはできない。 

２ 学外農場実習、博物館実習及び教職課程教育科目は履修制限から除外する。 

３ 第22条第４項に該当する学業成績良好な学生は、同項に定める単位数を上限とする。 

４ 履修者数が10名未満の授業科目は、当該年度の開講を取り止め、隔年開講とする場合があ

る。 

５ そのほかに履修を制限する場合がある。 

（他学類の授業科目の履修） 

第10条 他学類科目の履修方法等については、「酪農学園大学他学類授業科目履修規程」に定め

る。 

（他大学等で修得した単位の取扱い） 

第11条 他大学等で修得した単位の取扱いについては、別に定める。 

（履修授業科目の変更） 

第12条 履修授業科目の変更は、次の事由が発生した場合、その都度認める。 

① 授業時間割表に変更があった場合。

② 履修登録内容に不備があった場合。

③ その他やむを得ないと認められる場合。

（授業時間） 

第13条 授業時間の１時間の単位は45分とする。 

２ 授業時間は、次の時限に区分する。 
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時限 時 間 時限 時 間 

１ ９時00分 ～ ９時45分 ７ 14時40分 ～ 15時25分 

２ ９時45分 ～ 10時30分 ８ 15時25分 ～ 16時10分 

３ 10時40分 ～ 11時25分 ９ 16時20分 ～ 17時05分 

４ 11時25分 ～ 12時10分 10 17時05分 ～ 17時50分 

５ 13時00分 ～ 13時45分 11 18時 分 ～ 18時45分 

６ 13時45分 ～ 14時30分 12 18時45分 ～ 19時30分 

３ 授業時間割表は、学年の始めに定める。 

４ 11、12時限目は、主として補講を実施する。 

（試験） 

第14条 授業科目の単位を認定するための試験を行う。 

２ 試験は、毎学期１回以上行うことを原則とする。 

３ 試験は、平常試験及び定期試験並びに追試験とする。 

４ 試験は、筆答試験又はレポ－ト等担当教員が適当と認める方法によって行う。 

５ 実験、実習及び演習等にあっては、その成績考査をもって試験に代えることができる。 

（平常試験） 

第15条 平常試験とは、授業科目担当教員が必要に応じて、随時行う試験をいう。 

（定期試験） 

第16条 定期試験とは、学期末に行われる試験をいう。 

２ 定期試験は、原則として前学期は７月下旬から８月上旬、後学期は１月下旬～２月上旬に行

う。 

３ 試験時間は、原則として60分とする。 

（追試験） 

第17条 追試験は、やむを得ない事由で定期試験を受けることのできなかった者に対して行う試

験をいう。 

２ 追試験は、原則として次の場合に認める。 

（１） 第25条第１項の規定（公認欠席）により受験不可能になった場合(証明する書類を添

付）

（２） 公認欠席の対象ではない病気・怪我により受験不可能になった場合（医師の診断書、法

定感染症病状証明書、医療機関受診証明書又は治療費領収書を添付（受診日又は入院療養

等に要した期間が試験日を含む証明書であること。ただし、治療領収書の場合は受診日の

み有効））

（３） 交通機関の遅延・事故により受験不可能になった場合（遅延証明書又は運休証明書を添

付）

（４） 就職試験により受験不可能になった場合（試験の日時を証明する書類を添付）

（５） その他災害等やむを得ない事由により受験不可能になった場合（証明する書類を添付）

３ 追試験を受験しようとする者は、定期試験後７日以内に、試験欠席届を教育センター教務課

に提出し、許可を得なければならない。 

４ 追試験は、定期試験後10日以内に実施する。この期間に受験できない場合は、原則として受

験資格を失う。 

５ 追試験を許可された者は、追試験票の交付を受け、試験時に試験監督者にこれを提出しなけ

ればならない。 

（試験時間割） 

－ 設置等の趣旨（資料）料6 －



第18条 定期試験の時間割表は、開始10日以前に学生に告示する。 

（受験資格） 

第19条 受験資格は次のとおりとし、受験資格のない者は試験を受けることができない。 

（１）当該授業科目を履修登録していること。

（２）講義科目については、授業時間総数の３分の２以上出席していること。

（３）実験科目、実習科目、演習科目及び体育実技については、授業時間総数の５分の４以上

出席していること。

（４）追試験については、追試験票の交付を受けていること。

（５）学生証を所持していること。

（６）当該学期の学納金を納付していること。又は学納金未納の場合は、納付についての確約

書が提出されていること。

（試験に関する注意） 

第20条 受験中机上には、試験監督者が見やすい位置に学生証を置き、その他試験科目担当教員

が認めるもの以外は置いてはならない。 

２ 受験中は、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機能が付いた電子機器、

補聴器を除くイヤホン・ヘッドホン類は電源を切り、かばん等にしまうこと。 

３ 試験開始後20分を経過した後は、試験場に入場できない。 

４ 試験開始後25分間は、退場できない。 

５ 答案用紙に学類、学年、学籍番号、氏名の記入のないものは無効とする。 

６ 試験場では、試験監督者の指示に従わなければならない。 

７ 試験を遠隔で実施する場合はこの限りではない。遠隔試験に関する注意事項は、第18条に定

める定期試験の時間割表告示の際に通知する。 

８ 試験において不正行為をした者は、直ちに受験停止の上、学則第40条の規定により厳重な処

分をする。 

（成績） 

第21条 授業科目の成績は、試験により決定する。 

２ 成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＰ、Ｆの７種の評語をもって表示し、各成績評語基準は、

次項に示すとおりとする。ただし、第19条第２号及び第３号を満たせず受験資格のない科目は

「×」、編入学や入学前の既修得単位等の振替認定科目は「認」と表示する。また、「建学の

精神と農食環境学概論」、「健土健民・農食環境学入門実習」、「基礎演習」、「学外農場実

習」の評価は、Ｐ（合格）、Ｆ（不合格）の２種の評語で表示する。  

３ 成績評語基準は、次のとおりとする。 

  合 格 Ｓ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、Ｃ（69～60点） 

  Ｐ（「建学の精神と農食環境学概論」､「健土健民・農食環境学入門実習」､「基礎

演習」､「学外農場実習」の合格） 

  不合格 Ｄ（59点以下及び試験欠席） 

Ｆ（「建学の精神と農食環境学概論」､「健土健民・農食環境学入門実習」､「基礎演

習」､「学外農場実習」の不合格） 

４ 学則第36条第１項により除籍となった者は、当該学期の履修成績を抹消する。 

（ＧＰＡ） 

第22条 全履修科目の成績の平均値を表したＧＰＡ（Grade Point Average／グレード・ポイン

ト・アベレージの略）は、各履修科目のグレード・ポイントに科目の単位数を乗じた値を全履

修科目分合算し、その値を全履修科目の単位数の合計で除したものであり、以下の計算式によ

って算出する。

［（科目の単位数）×（その科目で得たグレード・ポイント）］の総和 

  ＧＰＡ＝ ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 履修科目単位数の総和 

２ 評価ごとのグレード・ポイントは次のとおりとする。ただし、認とＰ、Ｆは対象外とする。 
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  Ｓ（100～90点）：4.0 、Ａ（89～80点）：3.0 、Ｂ（79～70点）：2.0 

  Ｃ（69～60点）：1.0 、Ｄ（59点以下、試験欠席）：0 、×（受験不可）：0 

３ 「建学の精神と農食環境学概論」、「健土健民・農食環境学入門実習」、「基礎演習」、

「学外農場実習」及び教職課程教育科目は、ＧＰＡ算出の対象外とする。 

４ 履修登録時において前年度のＧＰＡが3.1以上の者は、年間50単位、１学期26単位を上限とし

て履修することができる。 

５ 前項の規定は復学時においては、休学前直近年度のＧＰＡを適用する。 

６ ２学期連続してＧＰＡが1.0未満の者については、学生担当教員と連携のもと、学類長より指

導・助言を行う。 

７ ３学期連続してＧＰＡが1.0未満の者については、学生担当教員と協議した上で、学群長より

退学勧告を行う。 

８ 前項の規定により退学した者が、科目等履修生として履修した科目を算入して累積ＧＰＡが

1.0以上に改善し、再入学を願い出た場合には、教授会の議を経て、退学時の学年学期の次学期

に再入学を許可することができる。 

（成績発表） 

第23条 成績は、所定の方法をもって発表する。その他授業科目担当教員が必要に応じて成績を

発表する。 

２ 成績は、学生の保証人に通知する。 

（欠席） 

第24条 病気・怪我、交通機関の遅延・事故、就職活動、その他の理由で授業を欠席する場合

は、「欠席届」（教育センター教務課に常備）を欠席する授業科目担当教員に届け出なければ

ならない。 

２ 前項の欠席は、授業時間総数に算入する。 

（公認欠席） 

第25条 公認欠席は、次の場合に限り認められる。 

公認欠席に該当する事由 認定日数 申請期限 

(1) 学外

で行われ

る教育課

程

ア ゼミ調査（専門ゼミナールⅠ・

Ⅱ、卒業研究Ⅰ・Ⅱ、研究発表）

年間７授業日以内（本事由に

よる公認欠席は１授業科目に

つき２回までとする。） 

調査の初日（移

動日がある場合

は移動日）の７

日前まで 

イ 学外農場実習 年間14日以内 実習の初日(移動

日がある場合は

移動日）の７日

前まで 

ウ 海外自然環境実習

エ キャリア実習

オ 給食管理実習Ⅱ、臨床栄養学実

習Ⅰ、臨床栄養学実習Ⅱ、公衆栄養

学実習Ⅱ（食と健康学類管理栄養士

コース)

各年間７授業日以内（本事由

による公認欠席は１授業科目

につき２回までとする。） 

実習の初日(移動

日がある場合は

移動日）の７日

前まで 

カ 教職に関

する実習

①教育実習

（事前打ち合わせ含

む。）

年間14日以内（遠隔地は前後

各１日を加える｡また実習校

の都合で延長した場合の日数

も加える。） 

実習の初日(移動

日がある場合は

移動日）の７日

前まで 

②介護等体験

（特別支援学校)

年間２日以内（遠隔地は前後

各１日を加える。） 

実習の初日(移動

日がある場合は
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移動日）の７日

前まで 

③介護等体験

（社会福祉施設)

年間５日以内 (遠隔地は前後

各１日を加える。) 

実習の初日(移動

日がある場合は

移動日）の７日

前まで 

(2) 課外

活動

ア 運動部等で対学校試合等、大学

を代表して出場する場合

イ 文化部等で大学を代表して出席

する場合

ウ 学生会役員で会合に出席する場

合

各学期１回､６授業日以内 

※同一曜日の重複は認めな

い。

※準備、後片付け、見学会、

調査等は、認めない。

大会等の初日(移

動日がある場合

は移動日）の７

日前まで 

(3) その

他

ア 忌引き（２親等以内の親族） 年間７授業日以内（本事由に

よる公認欠席は１授業科目に

つき１回までとする。） 

葬儀終了後７日

以内 

イ 学校保健安全法（昭和33年法律

第56号）第19条に基づく出席停止

 学校保健安全法施行規則

（昭和33年文部省令第18号）

第19条に定める出席停止の期

間 

登校許可が出た

日から５日以内 

２ 前項の公認欠席は、授業時間総数に算入しない。 

３ 第１項に該当する公認欠席は、次の手続きをしなければならない。 

（１） 第１項の(１)の該当授業科目担当教員は、申請期限前に「㊣公認欠席願」を教育センタ

ー教務課に届け出なければならない。

（２） 第１項の(１)③に該当する公認欠席で、教育実習の事前打合わせについては、打合わせ

であることが分かる資料及び実習校からの証明書等を提出しなければならない。

（３） 第１項の(２)の該当団体は、申請期限前に「 公認欠席願｣に｢理由に関する資料｣を添

付し、団体顧問(本学教員)の認印を受けた後、教育センター学生支援課に届け出なければ

ならない。

（４） 第１項の(３)アの公認欠席該当学生は、申請期限前に会葬礼状の写し又は保証人の証明

書を持参の上、教育センター教務課に届け出なければならない。

（５） 第１項の(３)イの公認欠席該当学生は、申請期限前に医師の診断書、法定感染症病状証

明書、医療機関受診証明書又は治療費領収書・薬の処方箋等を医務室に提出の上、学校医

の証明後に教務課に届け出なければならない。

（６） 第１項の公認欠席該当学生は、所定の申請後、手続きを指定された部署の証印を受けた

公認欠席届を受け取り、欠席した授業科目担当教員に原則14日以内に届け出なければなら

ない。

４ 第１項の公認欠席の回数は、１つの授業科目において当該授業回数の３分の１を超えること

ができないものとする。 

５ 第１項(１)及び(２)に該当する公認欠席は、原則定期試験期間を含むことができないものと

する。 

６ 第１項の申請期限を過ぎた申請は、認めない。ただし、学生の自己都合によらない不可抗力

による理由の場合、認めることがある。 

（改廃） 

第26条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が決定する。 

附 則（2011年４月１日規程2011－５号） 

  この規程は、2011（平成23）年４月１日から制定・施行する。 
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附 則 

１ この規程は、2012（平成24）年４月１日から施行する。 

２ 規程第５条については、2011（平成23）年度入学生から適用する。 

附 則 

１ この規程は、2015（平成27）年４月１日から施行する。 

２ 2014（平成26）年度以前の入学生については、第２条第１項、第４条および第５条の適用

は、なお従前の規程による。 

附 則 

１ この規程は、2016（平成28）年４月１日から施行する。 

２ 別表Ⅰは、2015（平成27）年度入学生から適用し、2014（平成26）年度以前の入学生につい

ては、なお従前の規程による。 

附 則 

  この規程は、2016(平成28)年８月１日から施行する。 

附 則（2018年10月1日改正規程2018-26号） 

  この規程は、2018(平成30)年10月１日から施行する。 

附 則（2020年４月１日改正規程2020-５号） 

１ この規程は、2020年４月１日から施行する。 

２ 別表Ⅰ及び別表Ⅱは、2019年度以前の入学者については、なお従前の規程による。 

附 則（2020年12月17日改正規程2020-44号） 

１ この規程は、2021年４月１日から施行する。 

２ 第２条第１項、第４条、第５条、第８条第７項､第９条、第21条及び第22条の規定は､2021年

度入学生から適用し、2020年度以前の入学生については、従前の規程による。 

３ 別表Ⅰ、別表Ⅱは、2021年度入学生から適用し、2020年度以前の入学生については、従前の

規程による。 

附 則（2021年3月11日改正規程2020-49号） 

１ この規程は、2021年４月１日から施行する。 

２ 第25条の規程は、2021年度入学生から適用し、2020年度以前の入学生については、従前の規

程による。 

 附 則（2022年１月13日改正規程2021-218号） 

１ この規程は、2022年４月１日から施行する。 

２ 第22条の規定は、2021年度入学生から適用し、2020年度以前の入学生については、従前の規

程による。 

３ 別表Ⅰ及び別表Ⅱは、2020年度以前の入学生については、従前の規程による。 

附 則 

１ この規程は、2026年４月１日から施行する。 

２ 第５条、第21条及び第22条第３項並びに第25条第１項第１号の規定は、2026年度入学生から

適用し、2025年度以前の入学生については、従前の規程による。

３ 別表Ⅰ及び別表Ⅱは、2025年度以前の入学生については、従前の規程による。 
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前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

基礎演習 ① 2

キリスト教学Ⅰ ② 2

キリスト教学Ⅱ ② 2

キリスト教と諸宗教 2 2

キリスト教と生命倫理 2 2

哲学 2 2

心理学 2 2

文学 2 2

社会学 2 2

日本史 2 2

世界史 2 2

地理学 2 2

法学 2 2

日本国憲法 2 2

経済学 ② 2

数学Ⅰ 2 2

数学Ⅱ 2 2

統計学Ⅰ ② 2

統計学Ⅱ 2 2

生物学 2 2

生物学実験 1 3

化学 2 2

化学実験 1 3

物理学 2 2

物理学実験 1 3

地学 2 2

地学実験 1 3

運動の科学 2 2

体育実技Ⅰ ① 2

体育実技Ⅱ 1 2

情報科学の基礎 ② 2

情報処理基礎演習 ① 2

情報処理演習 1 2

英語Ⅰ ② 2

英語Ⅱ ② 2

英語Ⅲ ② 2

英語Ⅳ ② 2

外国語演習Ⅰ 2 2

外国語演習Ⅱ 2 2

中国語Ⅰ 2 2

中国語Ⅱ 2 2

ハングルⅠ 2 2

ハングルⅡ 2 2

日本語Ⅰ（留学生科目） 2 2

日本語Ⅱ（留学生科目） 2 2

キャリアベーシック ① 2

キャリアデザインⅠ ① 2

キャリアデザインⅡ 1 2

キャリア実習 1 3

共
通
教
育

酪農学園導入教育 5単位

基
盤
教
育

3単位
以上

6単位
以上

キャリア教育
2単位
以上

8単位
以上

人文社会科学
教育

自然科学教育

保健 体育 教育

情 報 教 育

外国語教育

6単位
以上

2単位
以上

3年 4年

単位
数

1年

【別表Ⅰ】授業科目履修年次配当表　農環境情報学類

科目区分
修得
単位

科目名

【資料４】
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前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

3年 4年

単位
数

1年 2年

【別表Ⅰ】授業科目履修年次配当表　農環境情報学類

科目区分
修得
単位

科目名

全学共通科目Ａ 2 2

全学共通科目Ｂ 2 2

博物館実習 3 9

学外農場実習 4 12

健土健民・農食環境学入門実習 ① 3

建学の精神と農食環境学概論 ② 2

畜産学総論 2 2

草地・飼料作物学 2 2

動物の行動と管理 2 2

肉用家畜学 2 2

乳用家畜学 2 2

土壌学 2 2

作物生産学Ⅰ 2 2

作物生産学Ⅱ 2 2

園芸生産学Ⅰ 2 2

乳肉科学 2 2

野生動物学の基礎 2 2

動物生態学 2 2

クマ学 2 2

野生動物と社会 2 2

植物生態学 2 2

気象学の基礎 2 2

植生保全学 2 2

森林環境学 2 2

生物地球化学 2 2

気象・気候学 2 2

マーケティング論 2 2

食品産業論 2 2

食品流通論 2 2

専門ゼミナールⅠ ② 2

専門ゼミナールⅡ ② 2

卒業研究Ⅰ ② 2

卒業研究Ⅱ ② 2

研究発表 2 2

農環境情報学概論Ⅰ ② 2

農環境情報学概論Ⅱ ② 2

経済学基礎理論 ② 2

農業資源経済学 ② 2

統計データ分析演習 ① 2

経済原論 ② 2

経営学入門 ② 2

地域経済論 ② 2

資源リサイクルと環境保全 ② 2

再生可能エネルギー入門 ② 2

農業機械・施設学 2 2

バイオマス技術入門 2 2

GISリモートセンシング基礎 ② 2

GIS基礎演習 ① 2

共
通
教
育

8単位
以上

専門演習

全学共通教育

ア
グ
リ
デ
ザ
イ
ン
領
域
は
4
0
単
位
以
上

地
域
デ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
領
域
は
3
9
単
位
以
上

専門科目

農
環
境
情
報
専
門
教
育

専
門
教
育

学群専門導入教育 3単位

ア
グ
リ
デ
ザ
イ
ン
領
域
は
1
2
単
位
以
上

地
域
デ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
領
域
は
1
4
単
位
以
上

－ 設置等の趣旨（資料）料12 －



前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

3年 4年

単位
数

1年 2年

【別表Ⅰ】授業科目履修年次配当表　農環境情報学類

科目区分
修得
単位

科目名

GIS応用演習 1 2

ボランティア活動・NPO・NGO論 2 2

農畜産物市場論 ② 2

農業協同組合論 ② 2

アグリビジネス論 ② 2

日本経済論 2 2

民法・商法 2 2

国際法 2 2

行財政学概論 2 2

社会調査法 ② 2

簿記・会計学基礎 2 2

国際経済論 2 2

農業経営学 2 2

酪農・畜産経営論 2 2

海外自然環境実習 1 3

農村社会学 2 2

農業政策学Ⅰ 2 2

農業市場論 2

農業政策学Ⅱ 2 2

協同組合学 2 2

地域連携論 2 2

地域計画論 2 2

営農システム論 2 2

簿記・会計演習 1 2

アグリデザイン実習 1 3

アグリデザイン演習 1 2

プログラミング入門 2 2

機械学習入門 2 2

リモートセンシング基礎演習 2 2

画像解析AI演習 2 2

環境モニタリングとリモートセンシング 2 2

コンサルティング実践演習Ⅰ 2 2

コンサルティング実践演習Ⅱ 2 2

データサイエンス演習Ⅰ 2 2

データサイエンス演習Ⅱ 2 2

教職入門 2 2

教育原理 2 2

教育心理学 2 2

特別支援教育論 2 2

教育方法・ICT活用論 2 2

生徒・進路指導論 2 2

教育課程論 2 2

教育相談論 2 2

地誌 2 2

特別活動論 2 2

農業科教育法Ⅰ 2 2

農業科教育法Ⅱ 2 2

職業指導Ⅰ（農業） 2 2

教職課程教育

アグリ
デザイン
領域

19単位

地域デー
タサイエ
ンス領域

18単位

応
用
科
目

ア
グ
リ
デ
ザ
イ
ン
領
域
は
4
0
単
位
以
上

地
域
デ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
領
域
は
3
9
単
位
以
上

専門科目

農
環
境
情
報
専
門
教
育

専
門
教
育

－ 設置等の趣旨（資料）料13 －



前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

前
学
期

後
学
期

3年 4年

単位
数

1年 2年

【別表Ⅰ】授業科目履修年次配当表　農環境情報学類

科目区分
修得
単位

科目名

職業指導Ⅱ（農業） 2 2

社会科・公民科教育法Ⅰ 2 2

社会科・公民科教育法Ⅱ 2 2

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 2 2

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 2 2

教育社会学 2 2

総合的な学習の時間の指導法 2 2

道徳教育指導論 2 2

教育実習（中・高１免） 5 5

教育実習（高１免） 3 3

教職実践演習（中・高１免） 2 2

備考

教職課程教育

１ ．単位数の〇数字は必修科目を示す。

２ ．開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。

３ ．科目区分欄の単位数は修得すべき単位数を示す。

４ ．共通教育は「酪農学園導入教育」５単位、「基盤教育」より、人文社会科学教育６単位以上、自然科学教育６単位以上、保健体育教育
２単位以上、情報教育３単位以上、外国語教育８単位以上、「キャリア教育」より２単位以上、「学群専門導入教育」より３単位を含む、
合計35単位以上を修得しなければならない。

５  ．外国語教育の中国語、ハングルはⅠを履修中または修得済みでなければⅡの履修は認められず、Ⅰが「×」もしくは「D」の場合、後
学期のⅡの履修を認めない（取消とする）。

　なお、「日本語Ⅰ ・ 日本語Ⅱ」は外国人留学生用の科目である。外国人留学生は、「日本語Ⅰ ・ 日本語Ⅱ」の４単位を修得しなけれ
ばならないが、日本語が一定の能力に達していると認められる場合は履修を免除することがある。

６ ．「学群専門教育」は、アグリデザイン領域を選択した場合は12単位以上、地域データサイエンス領域を選択した場合は14単位以上を修
得しなければならない。

７ ．「専門演習」は8単位以上を修得しなければならない。

８ ．「専門科目」は、アグリデザイン領域を選択した場合は40単位以上、地球データサイエンス領域を選択した場合は39単位以上を修得し
なければならない。

９ ．「応用科目」はいずれかの領域を選択の上、領域の開講科目を全て修得しなければならない。

15．卒業に必要な単位数、各科目区分の単位数を満たした上で、124単位以上である。

10．「専門教育」は６～９の要件を満たし、79単位以上を修得しなければならない。

11．「科目区分をまたがって修得すべき単位数」として10単位以上修得しなければならない。共通教育、専門教育において、修得すべき単
位数を超える単位数が該当する。

12．自由科目は、他学群他学類科目および他大学等互換科目とする。科目区分をまたがって修得すべき単位数として10単位まで卒業に必要
な単位数に算入することができる。

13．「研究発表」は、「卒業研究Ⅰ」を修得しなけれ ば履修を認められない。

14． 教職課程教育の修得単位は卒業に必要な単位数には算入しない。

－ 設置等の趣旨（資料）料14 －



【別表Ⅱ】 (卒業必要単位数)

農環境情報学類　アグリデザイン領域

修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

5単位

6単位

6単位

2単位

3単位

8単位

2単位

3単位

35単位

学群専門教育 12単位

8単位

40単位

アグリデザイン領域 19単位

地域データサイエンス領域

79単位

農環境情報学類　地域データサイエンス領域

修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

5単位

6単位

6単位

2単位

3単位

8単位

2単位

3単位

35単位

学群専門教育 14単位

8単位

39単位

アグリデザイン領域

地域データサイエンス領域 18単位

79単位

総計

基盤教育

キャリア教育

自由科目

自然科学教育

保健体育教育

情報教育

外国語教育

自由科目

総計 124単位

124単位

全学共通教育

学群専門導入教育

小計

専門教育
農環境情報
専門教育

専門演習

専門科目

応用科目

小計

共通教育

酪農学園導入教育

10単位

専門教育
農環境情報
専門教育

専門演習

専門科目

応用科目

小計

人文社会科学教育

科目区分

共通教育

酪農学園導入教育

10単位

基盤教育

人文社会科学教育

自然科学教育

保健体育教育

情報教育

外国語教育

科目区分

キャリア教育

全学共通教育

学群専門導入教育

小計

－ 設置等の趣旨（資料）料15 －



【資料５】
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農環境情報学類　カリキュラム履修モデル（アグリデザイン領域）

前学期
単
位

後学期
単
位

前学期
単
位

後学期
単
位

前学期
単
位

後学期
単
位

前学期
単
位

後学期
単
位

〇キリスト教学Ⅰ 2 〇キリスト教学Ⅱ 2

〇基礎演習 1

〇経済学 2 社会学 2

日本史 2 法学 2

地理学 2

生物学 2 〇統計学I 2 統計学Ⅱ 2 6

〇体育実技Ⅰ 1 体育実技Ⅱ 1 2

〇情報処理基礎
演習

1
〇情報科学の基
礎

2 情報処理演習 1 4

〇英語Ⅰ 2 〇英語Ⅱ 2 〇英語Ⅲ 2 〇英語Ⅳ 2 8

キャリア実習＊ 1
〇キャリアベー
シック

1
〇キャリアデザ
インⅠ

1 3

学外農場実習＊ (4) 0

〇健土健民・農食
環境学入門実習

1

〇建学の精神と農
食環境学概論

2

畜産学総論 2 土壌学 2 乳肉科学 2 食品流通論 2

作物生産学Ⅰ 2 食品産業論 2

マーケティング論 2

〇専門ゼミナー
ルⅠ

2
〇専門ゼミナー
ルⅡ

2 〇卒業研究Ⅰ 2 〇卒業研究Ⅱ 2

研究発表 2

〇農環境情報学
概論I

2
〇農環境情報学
概論Ⅱ

2
〇経済学基礎理
論

2
〇農業資源経済
学

2
〇統計データ分
析演習

1
〇アグリビジネ
ス論

2

〇GISリモートセ
ンシング基礎

2 〇経済原論 2 〇経営学入門 2 〇地域経済論 2 農業経営学 2
酪農・畜産経営
論

2

〇資源リサイク
ルと環境保全

2
〇再生可能エネ
ルギー入門

2 〇社会調査法 2

〇GIS基礎演習 1
〇農畜産物市場
論

2 民法・商法 2

〇農業協同組合
論

2 行財政学概論 2

簿記・会計学基礎 2

●農村社会学 2 ●農業政策学Ⅰ 2 ●農業市場論 2 ●地域計画論 2

●農業政策学Ⅱ 2
●営農システム
論

2

●協同組合学 2
●アグリデザイ
ン演習

1

●地域連携論 2

●簿記・会計演
習

1

●アグリデザイ
ン実習

1

17 14 5 4 1 0 0 0 41

0 2 6 4 2 0 0 0 14

0 0 0 0 2 2 2 4 10

4 7 10 12 3 4 0 0 40

0 0 2 2 10 5 0 0 19

21 23 23 22 18 11 2 4 124

124

※科目名にアンダーラインが付く科目は、主要授業科目である。

※〇；必修科目、●専門領域要修得科目、その他は選択科目、＊は集中授業   履修制限：1年次　年間48、半期26、2年次以降　年間46、半期24　　※学外農場実習は履修制限対象外科目

共通教育科目（35）

専門科目（学群専門教育）(12)

専門科目（専門演習）（8）

専門科目（専門科目）（40）

専門科目（応用科目）（19）

小計

合計 44 45 29 6

修得単位数

全学共通教育

学群専門導入教育(3) 3

専

門

教

育

学群専門教育(12) 14

農
環
境
情
報
専
門
教
育

専門演習(8) 10

専門科目(40) 40

応
用
科
目

アグリデザイン
領域 (19)

19

地域データサイ
エンス領域

修
得
単
位
計

共

通

教

育

酪農学園導入教育(5) 5

基
盤
教
育

人文社会科学教育
(6)

キャリア教育(2)

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

10

自然科学教育(6)

保健体育教育(2)

情報教育(3)

外国語教育(8)

必修科目30単位、

選択科目10単位以上

修得

【資料６】
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農環境情報学類　カリキュラム履修モデル（地域データサイエンス領域）

前学期
単
位

後学期
単
位

前学期
単
位

後学期
単
位

前学期
単
位

後学期
単
位

前学期
単
位

後学期
単
位

〇キリスト教学Ⅰ 2 〇キリスト教学Ⅱ 2

〇基礎演習 1

〇経済学 2 社会学 2

地理学 2 法学 2

数学I 2 数学Ⅱ 2 〇統計学I 2 統計学Ⅱ 2

生物学 2

〇体育実技Ⅰ 1 体育実技Ⅱ 1 2

〇情報処理基礎
演習

1
〇情報科学の基
礎

2 情報処理演習 1 4

〇英語Ⅰ 2 〇英語Ⅱ 2 〇英語Ⅲ 2 〇英語Ⅳ 2 8

キャリア実習＊ 1
〇キャリアベー
シック

1
〇キャリアデザ
インⅠ

1 3

学外農場実習＊ (4) 0

〇健土健民・農食
環境学入門実習

1

〇建学の精神と農
食環境学概論

2

土壌学 2 野生動物学の基礎 2 野生動物と社会 2 森林環境学 2 生物地球化学 2

気象学の基礎 2 植生保全学 2

〇専門ゼミナー
ルⅠ

2
〇専門ゼミナー
ルⅡ

2 〇卒業研究Ⅰ 2 〇卒業研究Ⅱ 2

研究発表 2

〇農環境情報学
概論I

2
〇農環境情報学
概論Ⅱ

2
〇経済学基礎理
論

2
〇農業資源経済
学

2
〇統計データ分
析演習

1
〇アグリビジネ
ス論

2

〇GISリモートセ
ンシング基礎

2 〇経済原論 2 〇経営学入門 2 〇地域経済論 2
ボランティア活
動・NPO・NGO論

2 国際経済論 2

〇資源リサイク
ルと環境保全

2
〇再生可能エネ
ルギー入門

2 〇社会調査法 2
バイオマス技術
入門

2

〇GIS基礎演習 1 〇農畜産物市場論 2
農業機械・施設
学

2

〇農業協同組合論 2

GIS応用演習 1

●プログラミン
グ入門

2 ●機械学習入門 2
●画像解析AI演
習

2
●環境モニタリン
グとリモートセン
シング

2

●コンサルティ
ング実践演習Ⅰ

2
●コンサルティ
ング実践演習Ⅱ

2
●データサイエ
ンス演習Ⅰ

2
●データサイエ
ンス演習Ⅱ

2

●リモートセン
シング基礎演習

2

17 16 5 4 1 0 0 0 43

0 0 4 2 4 2 2 0 14

0 0 0 0 2 2 2 4 10

4 7 11 8 5 4 0 0 39

0 0 4 6 4 4 0 0 18

21 23 24 20 16 12 4 4 124

124

※科目名にアンダーラインが付く科目は、主要授業科目である。

※〇；必修科目、●専門領域要修得科目、その他は選択科目、＊は集中授業   履修制限：1年次　年間48、半期26、2年次以降　年間46、半期24　　※学外農場実習は履修制限対象外科目

小計

合計 44 44 28 8

専門科目（応用科目）(18)

専門科目(39) 39

応
用
科
目

アグリデザイン
領域

0

地域データサイ
エンス領域(18)

18

修得単位数

共通教育科目(35)

専門科目（学群専門教育）(14)

専門科目（専門演習）(8)

専門科目（専門科目）(39)

キャリア教育(2)

全学共通教育

学群専門導入教育(3) 3

専

門

教

育

学群専門教育(14) 14

農
環
境
情
報
専
門
教
育

専門演習(8) 10

修
得
単
位
計

共

通

教

育

酪農学園導入教育(5) 5

基
盤
教
育

人文社会科学教育
(6)

外国語教育(8)

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

8

自然科学教育(6) 10

保健体育教育(2)

情報教育(3)

必修科目30単位、

選択科目9単位以上

修得

－ 設置等の趣旨（資料）料19 －



教育実習生受入承諾書（一覧） 

１．教育実習の受入れに係る学群・学類 

  農食環境学群 農環境情報学類（仮称・設置構想中、入学定員予定数 80 人） 

２．免許状の種類 

  中学校教諭一種免許状（社会） 

  高等学校教諭一種免許状（公民） 

  高等学校教諭一種免許状（農業） 

３．教育実習の受入期間 

  令和 11 年４月１日から 

４．受入校一覧 

No 高校名 
受入可能人数 

（人） 
受入許可日 

１ 
酪農学園大学附属 

とわの森三愛高等学校 
30 令和７年４月１７日 

２ 北海道岩見沢農業高等学校 20 令和７年４月１８日 

３ 北海道江別高等学校 15 令和７年４月２１日 

４ 北海道大麻高等学校 15 令和７年４月１８日 

※上記のほか、江別市教育委員会より、江別市内の中学校において、教育実

習生を受け入れていただける旨の承諾をいただいている。

【資料７】
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学校法人酪農学園職員就業規則（一部抜粋） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は、学校法人酪農学園（以下「学園」という。）の

職員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めるものである。 

２ この規則に定めのない事項については、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）その他の法令

の定めるところによる。 

（第 2 条～第 52 条まで省略） 

第７章 定年、退職及び解雇 

（定年等） 

第 53 条 職員の定年は、満 60 歳とし、定年に達した日の属する年度末をもって退職とする。た

だし、大学の教授の定年は 65 歳とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、満 60 歳で定年に達した者で、引き続き雇用されることを希望した

者は、定年退職者の再雇用に関する規程により再雇用する。 

（退職） 

第 54 条 前条に定めるもののほか、職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 

（１）退職を願い出て学園から承認されたとき又は退職願を提出して 14 日を経過したとき。 

（２）期間を定めて雇用されている職員が、その期間を満了したとき。 

（３）第 12 条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき。 

（４）死亡したとき。 

（第 55 条～第 71 条まで省略） 

附 則（2025 年３月 13 日改正規則 2024-115 号） 

  この規則は、2025 年４月１日から施行する。 

【資料11】
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農食環境学群　農環境情報学類　授業時間割表
クラス：A-D:循環農、E・F：農環境情報、G・H:獣、K:看護、P･Q:食、R:栄、V･W:環境 　〈記載・科目について〉　必修科目：無印の太字　、選択科目：○　、専門領域科目：■　、教職科目：（教）

1

2
押谷一 A3-205 陳哲敏 B1-201 崔鉉鎭 C4-201 陳哲敏 C1-202 崔鉉鎭 A3-301

3

4
押谷一 A3-205 上野岳史 A3-201 山口太一・柴田啓介 健民館 上野岳史 C5-203 陳哲敏 B1-201 陳哲敏 C1-202 押谷一 A3-201

5

6
上野岳史・内田治子 PC3 上野岳史 A3-305 糸山健介 A3-305 義平大樹・土井和也 C4-301

7

8
義平大樹 C5-201 石川志保 C4-301

9

10
千葉崇 C1-201 須賀朋子 C4-201 須賀朋子 A3-301

11

12

1

2
山口・黒田・小倉 健民館 石川志保 A3-305 澤本卓治 C4-301 毛利泰大 A3-301

3

4

5

6
相庭達也 C4-301 吉村暢彦 PC1 吉岡徹 A3-305

7

8
毛利泰大 C4-301 原村隆司 C4-201 石川志保・川端庸平 B4-208 馬場賢治・千葉崇 B4-211 園田高広 C4-101

9

10
川端庸平 C4-201 志賀聡 C1-301

11

12 金井彩香 C1-202

1

2
中谷暢丈 C1-201 岡本英竜 C4-201 石川志保 A3-205 井上誠司 A3-205 小川健太・星野仏方 PC1

3
（○ハングルⅠb）

4
小糸健太郎 C1-201 吉野宣彦 C4-301 相原晴伴 A3-205 （崔鉉鎭　） C5-203 増田祥世 A3-205

5

6
E1/F1/V
1/W1

天野・菊・山田・西
寒水・土井

C4-101 吉岡徹 A3-205 井上誠司 A3-205

7
E2/F2/V
2/W2

8
原村・岡本・植田・
松本・小林

B4-312 原村・岡本・植田・
松本・小林

B4-309 小糸健太郎 A3-205 菅原隆介 A2-405

9 ○キリスト教と諸宗教

10
小林昭博 C4-201 志賀聡 C1-101

11

12

1 基礎演習 ○法学ABCDEF

2
学類教員 遠井朗子 C4-301 森さやか C1-301

3
○全学共通Ａ
国際関係

A3-201
吉中

○全学共通Ａ
6次産業

A3-305
相原

農環境情報学概論Ⅱ ○情報処理演習
b1

PC1 ○野生動物学の基礎

4
○全学共通Ａ
GISリモセン

A2-303
星野

糸山健介 A2-303 ○情報処理演習
b2

PC3 長谷川靖洋・平山洋
佑

C1-101 佐藤・原村・森・立
木・鈴木・伊吾田・
伊藤

C1-201

5 キリスト教学ⅠEFVW キリスト教学ⅡEFVW

6
小林昭博 A3-305 小林昭博 A3-305 小糸健太郎・毛利泰

大
A3-205 小糸健太郎・毛利泰

大
A3-301

7
○化学実験 EFVW１ ○化学実験 EFVW２ ○体育実技Ⅱ EFGH

8
中谷暢丈・齋藤秀 B4-409 B4-407 山口・柴田・竹内 健民館 廣瀨之彦 C5-202

9

10
金本吉泰 C5-202

PC3

11 日本語Ⅱ【留学生のみ】

12 藤田佳也 C1-202

1

2
遠井朗子 C4-301 上野岳史 C4-301 三浦順子 A3-205 菅原隆介 PC1 小糸・小川・石川・

吉村・毛利・菅原
PC3

3
○文学_
藤田佳也

C5-301 ○世界史b_
三浦順子

A3-205

4
小川健太・星野仏方 PC1 ○全学共通Ｂ

ワンヘルス

B1-201 ○全学共通B_
人と動物の関係

C4-101 糸山健介 A3-301 馬場賢治 A3-205 片野淳彦 A3-301

5

6
須賀朋子 C1-101 相原晴伴 A3-305 正木卓 A3-301 小糸・小川・石川・

吉村・毛利・菅原
PC3 糸山健介 A3-301

7 農環境情報学概論Ⅰ

8
小川健太 A2-303 山口太一・柴田啓介 健民館 保原達・松山周平 C4-201 増田祥世 A3-205 小糸健太郎 A3-301

9

10
志賀・金本・飛谷 C4-201 須賀朋子 C1-201 吉村暢彦 PC3

11

12

吉田磨・増田祥世 猫本健司

前学期 後学期 前学期 後学期

金井_C4-202、ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ_C5-
303、
清水_C4-102、日髙_C1-202、
白土 C1 302

a_C5-203、b_C5-303、
c_C4-102、d_C4-202、
e_C1-202

１ 年 ２ 年

情報処理基礎演習EF 情報科学の基礎 EFVW 農業協同組合論 ○草地・飼料作物学

○地理学b ○数学Ⅰ EFVW ○運動の科学b ○数学Ⅱ EFVW ○中国語Ⅰb ○中国語Ⅱb

○ハングルⅡ○中国語Ⅱa

（教）地誌

○地理学a

英語Ⅰ EFVW 英語Ⅱ EFVW ○作物生産学Ⅰ ○農業機械・施設学

（教）教育相談論○地学 （教）特別支援教育論

火

体育実技Ⅰ EFK 資源リサイクルと環境保全 ○土壌学 ○統計学Ⅱ

○日本史b GIS基礎演習 EF 英語Ⅲ EFVW ○簿記・会計学基礎

○物理学 （教）教育原理

月

○中国語Ⅰa ○ハングルⅠa

菅原_C5-203、清水_C4-102、
？_C4-202、ｸﾚｯｻｰ_C1-202、ｱﾝﾀﾞｿﾝ_C1-302

経済学 EFPQRVW ○生物学 EFVW ○物理学実験 ○地学実験 ○園芸生産学Ⅰ

水

○化学 EFVW キャリアベーシック 再生可能エネルギー入門 ■農業政策学Ⅰ ■リモートセンシング基
礎演習

日本語Ⅰ【留学生のみ】

建学の精神と農食環境学
概論EFVW

○社会学 農畜産物市場論 ○食品産業論

健土健民・農食環境学入
門実習

○畜産学総論 経営学入門 地域経済論

毛利・薦田・岩﨑・
西寒水・土井

○生物学実験EFVW1 ○生物学実験EFVW2 統計学Ⅰ EF

（教）教育課程論

■機械学習入門

○動物生態学

経済学基礎理論 農業資源経済学

○乳肉科学

a_C1-302、b_C1-202、
c_C4-202、d_C4-102、

（教）教育方法・ICT活用
論

（教）生徒・進路指導論 英語Ⅳ EFVW

金

○日本国憲法 ABCDEF ○哲学 ○世界史a ■プログラミング入門

木

GISリモートセンシング基
礎
EF

○日本経済論 ○気象学の基礎 ○民法・商法

■コンサルティング実践
演習Ⅱ

○心理学 ABCDEF 経済原論 ■農村社会学

○運動の科学d ○植物生態学 ○マーケティング論 ○行財政学概論

■コンサルティング実践
演習Ⅰ

社会調査法

（教）教職入門 （教）教育心理学 ○GIS応用演習EF

集
中

○キャリア実習 ○学外農場実習 ○海外自然環境実習

吉村・毛利・立木・ビアンカ・
キュー・小田

【資料12】
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農食環境学群　農環境情報学類　授業時間割表
クラス：A-D:循環農、E・F：農環境情報、G・H:獣、K:看護、P･Q:食、R:栄、V･W:環境 　〈記載・科目について〉　必修科目：無印の太字　、選択科目：○　、専門領域科目：■　、教職科目：（教）

1

2
分担受持 分担受持 研究室

3

4
分担受持 研究室 分担受持 研究室

5

6
石川志保 A3-205 保原達 C4-201

7

8
D.クイン C1-202 吉岡徹 A3-205 D.クイン C1-302 髙橋優子 C5-101 馬場賢治 C1-201

9

10
D.クイン C1-202 D.クイン C1-302

11

12

1 ○食品流通論 （教）道徳教育指導論

2
増田祥子 A3-205 廣瀨之彦 C1-202 志賀・金本・飛谷 C1-201 班分：C4-202、

C1-202、C1-302

3

4

5 ■協同組合学 ■画像解析AI演習 アグリビジネス論

6
糸山健介 A3-407 小川健太 PC3 相原晴伴 A3-205

7 ■地域連携論 ■アグリデザイン演習 ■データサイエンス演習Ⅱ

8
正木卓 A3-407 相原・井上・吉

岡・日向・糸山・
PC1
A2-405

吉村暢彦 PC3

9 （教）農業科教育法Ⅱ

10
飛谷淳一 C1-302 廣瀨之彦 C1-202

11

12

1
（教）特別活動論 ○酪農・畜産経営論

2
廣瀨之彦 C5-202 日向貴久 A3-301

3
○生物地球化学 （教）教職実践演習

4
吉岡徹・日向貴久 PC1

A2-405
吉村暢彦 PC3 吉田磨・保原達 C5-101 志賀・金本・飛谷 C4-201

5

6
小糸健太郎・毛利泰
大

PC3 正木卓 A3-301

7

8
佐藤喜和 C1-201 猫本健司 C5-101

9

10
飛谷淳一 C5-203

11

12

1

2
遠井朗子 B1-201 小糸健太郎 A3-305

3

4
松山周平 C4-101 飛谷淳一 C5-202

5 ■農業市場論

6
相原晴伴 A3-408 山田未知・西寒水将 C5-202

7

8
村上博章 A3-201 村上博章 A3-201

9

10
鈴木良伸 A3-201 山田潮 A3-201

11

12

1

2
岡本英竜 C4-201 押谷一 C4-102

3

4
井上誠司 A3-408 飛谷淳一 C4-201

5
○作物生産学Ⅱ

6
立木靖之 C4-101 林怜史 C5-302 土井和也 C5-301

7

8
吉村暢彦 C4-101 吉岡徹・日向貴久 A3-305 小川健太・星野仏方 PC1

9

10
鈴木良伸 A3-201

11

12

相原・小糸・井上・吉岡・日向・糸山・正木 学類教員

鈴木透・林英明

前学期 後学期 前学期 後学期

○外国語演習Ⅱa

３ 年 ４ 年

専門ゼミナールⅠ 専門ゼミナールⅡ

月

卒業研究Ⅱ卒業研究Ⅰ

○バイオマス技術入門 ○森林環境学

○キリスト教と生命倫理 ○気象・気候学○外国語演習Ⅰa ○農業経営学

○外国語演習Ⅰb ○外国語演習Ⅱb

（教）職業指導Ⅰ(農業)

火

（教）教育実習

■簿記・会計演習 ■データサイエンス演習Ⅰ

水

班分け：
C4-102,202とC1-202,C1-302

■地域計画論統計データ分析演習

（教）農業科教育法Ⅰ

○クマ学 ○動物の行動と管理

○国際経済論○国際法

木

○肉用家畜学

○植生保全学 （教）総合的な学習の時
間の指導法

（教）社会科・地理歴史科
教育法Ⅰ

（教）社会科・公民科教
育法Ⅰ

（教）社会科・公民科教
育法Ⅱ

（教）教育社会学

■農業政策学Ⅱ （教）職業指導Ⅱ（農業）

キャリアデザインⅠ ○キャリアデザインⅡ

金

○野生動物と社会 ○乳用家畜学

○ボランティア活動・
NPO・NGO論

■営農システム論 ■環境モニタリングと
リモートセンシング

（教）社会科・地理歴史
科教育法Ⅱ

集
中

■アグリデザイン実習 ○研究発表

○博物館実習

－ 設置等の趣旨（資料）料32 －



NO. タイトル 出版社

1 AFF : agriculture forestry fishery 農林弘済会
2 aff : 農林省広報 農林弘済会

3 Annual report
農林水産省国際農林水産業研究セン
ター

4 BIO city = ビオシテイ ビオシティ
5 Bio industry シーエムシー
6 Breeding science Japanese Society of Breeding
7 C & G 廃棄物学会

8 Coastal bioenvironment
佐賀大学海浜台地生物環境研究セン
ター

9 Dairy news 酪農文庫社
10 Eneco : business i. : 月刊ビジネスアイエネコ 日本工業新聞新社

11
Expert bulletin for International Cooperation of Agriculture
and Forestry Forestry

国際農林業協力・交流協会

12 Food & agriculture 日本貿易振興会
13 GIS : 理論と応用 地理情報システム学会
14 GIS next : ジー・アイ・エス・ネクスト クリエイト・クルーズ
15 Hoard's dairyman : the national dairy farm magazine 日本家畜貿易

16 Japan agricultural research quarterly : JARQ 農林水産省熱帯農業研究センター

17 JETRO海外の食品産業 日本貿易振興会
18 JICA magazine 国際協力機構
19 JICA's world. -- [日本語版] 国際協力機構
20 JIRCAS working report Forestry and Fisheries Ministry of Agriculture,

21 Microbes and environments
Japanese Society of Microbial
Ecology

22 Milsil : 自然と科学の情報誌 国立科学博物館
23 Monthly Jica 国際協力機構
24 Mundi = ムンディ 国際協力機構

25 National geographic = ナショナルジオグラフィック -- 日本版 日経ナショナルジオグラフィック社

26 NGOと農林業協力 : 育てよう草の根の協力 国際農林業協力協会
27 NIRA政策研究 総合研究開発機構
28 Research communications 発酵研究所
29 The community : コミュニティ 地域社会研究所
30 Toriino = トリーノ 日本野鳥の会
31 World watch -- 日本語版 ワールドウオッチジャパン
32 あすの農村 新日本出版社
33 栄養と料理 女子栄養大学出版部
34 エコノミクス : ekonomikusu 九州産業大学経済学会
35 エコノミスト 毎日新聞社
36 エネルギー・資源 エネルギー・資源研究会
37 エネルギーレビュー エネルギーレビューセンター
38 オペレーションズ・リサーチ 日本科学技術連盟
39 會計 森山書店
40 科學 岩波書店
41 からだの科学 : popular medicine 日本評論社
42 かんきょう : 人間と環境を考える ぎょうせい
43 グリーン・エージ 日本緑化センター
44 グリーンアルファ さいたま緑のトラスト協会
45 グリーンテクノ情報 グリーンテクノバンク
46 グリーンレポート 全農総合営農対策部

47 クロスロード
国際協力事業団青年海外協力隊事務
局

48 コンサルタンツ北海道 : 北海道技術士センター会誌 北海道技術士センター
49 システム農学 システム農学会
50 デーリィマン デーリィマン社

学 術 雑 誌 一 覧（農環境情報学類）
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51 ニューカントリー 北海道協同組合通信社.
52 ホルスタイン Holstein : ホルスタインの専門誌 ホルスタイン・マガジン社
53 ミート・ジャーナル 食肉通信社
54 ユネスコ世界遺産年報 日本ユネスコ協会連盟

55 飲食店経営 : フ-ドサ-ビスのマネジメント&マ-チャンダイジング 商業界

56 営農のしおり : 空知南東部地区 栗山町農業協同組合
57 営農改善資料 : 士別地区  和寒町営農推進協議会
58 温暖化プロジェクト研究資料 農林水産省農林水産政策研究所
59 化学 化學社
60 化学と生物 東京大学出版会
61 科學 岩波書店
62 会計と監査 全国会計職員協会

63 海外技術調査報告
農業・生物系特定産業技術研究機構
生物系特定産業技術研究支援セン
ター

64 海外農業政策検討資料 農林経済局国際部国際企画課
65 海洋汚染調査報告 日本国際地域開発学会
66 開発学研究 日本国際地域開発学会

67 開発政策研究 北海学園北見大学開発政策研究所

68 開発論集 北海学園大学開発研究所
69 外交フォーラム = Gaiko forum 世界の動き社
70 學術研究. 数学編 早稲田大学教育会
71 活用労働統計 : 生産性・賃金・物価関連統計 日本生産性本部労働部
72 官公庁環境専門資料 公害研究対策センター
73 環境 環境創造研究センター
74 環境システム研究 土木学会
75 環境と公害 : 自然と人間の共生を求めて 岩波書店
76 環境と測定技術 日本環境測定分析協会
77 環境衛生 日本厚生通信社
78 環境科学会誌 環境科学会
79 環境会議 宣伝会議
80 環境管理 産業環境管理協会

81 環境儀 : 国立環境研究所の研究情報誌 : Nies Research Booklet 国立環境研究所

82 環境技術 環境技術研究会
83 環境教育 日本環境教育学会
84 環境施設 工業出版社
85 環境情報科学 環境情報科学センター
86 環境情報科学. 別冊, 環境情報科学論文集 環境情報科学センター
87 環境法研究 有斐閣
88 企業会計 中央経済社
89 機械の研究 養賢堂
90 機械化農業 新農林社
91 機械設計 日刊工業新聞社
92 季刊環境研究 公害調査センター
93 季刊教育法 総合労働研究所

94 季刊政策・経営研究 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

95 教職課程 協同出版
96 金融経済統計月報 日本銀行調査統計局
97 経営安定プロジェクト研究資料 農林水産省農林水産政策研究所
98 経営史学 東京大学出版会
99 経営診断事例集 北海道畜産会

100 経営論集 大東文化大学経営学会
101 経済セミナー : the keizai seminar 日本評論社
102 月刊green report : 全国各地の環境切り抜き情報誌 地域環境研究センター
103 月刊JA 全国農業協同組合中央会
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104 月刊地球環境 日工フォーラム
105 月刊文化財 第一法規出版

106
現代経営経済研究 : Toyo Gakuen University business and
economic review

東洋学園大学現代経営学部

107 現代農業 農山漁村文化協会
108 現代法学 : 東京経済大学現代法学会誌 東京経済大学現代法学部
109 国際学研究 明治学院大学国際学部
110 国際協力研究誌 広島大学大学院国際協力研究課
111 国際協力事業団年報 国際協力事業団

112 国際広報メディア・観光学ジャーナル tourism studies : Jimcts
北海道大学大学院国際広報メディ
ア・観光学院

113 国際広報メディアジャーナル
北海道大学大学院国際広報メディア
研究科

114 国際広報メディア研究科・言語文化部研究報告叢書
北海道大学大学院国際広報メディア
研究科

115 国際連合大学年次報告書 国際連合大学広報部
116 國土計畫 國土計畫研究所
117 国立公園 国立公園協会
118 国立公害研究所ニュース 環境庁国立公害研究所
119 国立公害研究所特別研究報告 国立公害研究所
120 国立公害研究所年報 国立公害研究所
121 細胞工学 秀潤社
122 産業と環境 通産資料調査会
123 産業公害 産業公害防止協会
124 産業総合研究 沖縄国際大学産業総合研究所
125 私たちの自然 日本鳥類保護連盟
126 資源環境対策 公害対策技術同友会
127 自治研究 良書普及會
128 自然と人間を結ぶ 農山漁村文化協会
129 自然と文化 : みんなで守る : 季刊 観光資源保護財団
130 自然保護 日本自然保護協会
131 住民と自治 自治体研究社
132 情報と社会 江戸川大学
133 情報の科学と技術 情報科学技術協会
134 情報処理 オーム社
135 食と緑の科学 : HortResearch 千葉大学園芸学部
136 食の科学 日本評論社
137 食生活データブック 農林統計協会
138 食生活研究 食生活研究会
139 食品と開発 食品研究社
140 食品衛生研究 日本食品衛生協会
141 食糧 : その科学と技術 農林省食糧研究所
142 森林総合研究所北海道支所研究レポート 森林総合研究所北海道支所
143 森林総合研究所北海道支所年報 森林総合研究所北海道支所
144 森林保護 北海道森林防疫協会
145 人間と環境 環境科学総合研究会
146 人間環境科学 境科学研究所
147 人間環境学研究 広島修道大学人間環境学会
148 人間環境論集 法政大学人間環境学会
149 人工知能学会誌 人工知能学会
150 水環境学会誌 日本水環境学会
151 數學 岩波書店
152 数学教育学会
153 生化学 日本生化学会
154 生活と環境 日本環境衛生協会
155 生物科學 岩波書店
156 生物物理 吉岡書店
157 切抜き速報. 科学と環境版 ニホン・ミック
158 切抜き速報. 食と生活版 ニホン・ミック
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159 先物取引研究 日本商品取引員協会
160 川の水 : we love rivers : きれいな川が好きです 河川環境管理財団
161 組織科学 丸善
162 大気環境学会誌 大気環境学会

163 地域と経済
札幌大学経済学部附属地域経済研究
所

164 地域と住民 名寄女子短期大学道北地域研究所

165 地域と農業 : 会報 北海道地域農業研究所
166 地域開発 日本地域開発センター
167 地域研究シリーズ 沖縄国際大学南島文化研究所
168 地域研究所年報 旭川大学地域研究所

169 地域産業論叢 沖縄国際大学大学院地域産業研究科

170 地域政策研究 高崎経済大学地域政策学会
171 地域防災 : 地域防災に関する総合情報誌 日本防火・防災協会
172 都市と廃棄物 水道産業新聞社
173 都市問題 東京市政調査会
174 都市問題研究 都市問題研究会
175 土と健康 日本有機農業研究会
176 日経サイエンス : Scientific American 日本版 日経サイエンス社

177 日本食品科学工学会誌 : nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi 日本食品科学工学会

178 日本食品保蔵科学会誌 日本食品保蔵科学会
179 日本調理科学会誌 日本調理科学会

180 農に魅せられて
北海道農業開発公社(北海道農業担
い手育成センター)

181 農家の友 北海道農業改良普及協会
182 農業および園芸 養賢堂
183 農業経済研究 農業経済学会
184 農耕と園芸 誠文堂新光社
185 農村活性化プロジェクト研究資料 農林水産政策研究所
186 農村経済四季報 農林省統計調査部経済調査課
187 農村研究 東京農業大学農業経済学会
188 農村再生プロジェクト(集落再生)研究資料 農林水産省農林水産政策研究所
189 農林金融 農林中央金庫企畫部
190 農林水産省統計表 農林統計協会
191 廃棄物資源循環学会誌 廃棄物資源循環学会
192 廃棄物資源循環学会論文誌 廃棄物資源循環学会
193 法学教室 有斐閣
194 北海道経済研究所
195 北海道農業・農村の動向 北海道
196 北海道農業・農村統計表 北海道

197 北海道農業研究センター農業経営研究 北海道農業研究センター総合研究部

198 北海道野菜地図 ホクレン農業協同組合連合会
199 北農 北海道農事試驗場北農会
200 野鳥 日本野鳥の会
201 養豚界 緑書房

202 酪農ジャーナル
酪農学園大学エクステンション・セ
ンター

203 酪農情勢資料 北海道酪農協会
204 Agrarwirtschaft A. Strothe

205
Agricultural economics : the journal of the International
Association of Agricultural Economists

Elsevier

206
Agricultural information worldwide : an international
journal for information specialists in agriculture, natural
resources, and the environmment

IAALD Secretariat
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207 Agricultural outlook
Economic Research Service,
United States Department of
Agriculture

208 Agronomy journal American Society of Agronomy

209 Applied and environmental microbiology
American Society for
Microbiology

210 Australian journal of agricultural research Organization

211 Biometrics
Biometrics Section, American
Statistical Association

212 Bioscience, biotechnology, and biochemistry
Japan Society for Bioscience,
Biotechnology, and Agrochemistry

213 Biotechnology and applied biochemistry Academic Press
214 Cambridge journal of economics Academic Press

215 Canadian journal of agricultural economics
Canadian Agricultural Economics
and Farm

216
Computers and electronics in agriculture : an international
journa

Elsevier

217
Ecological economics : the journal of the International
Society for Ecological Economics

Elsevier Science Publishers

218 Ecological research Ecological Society of Japan
219 Economic geography Clark University
220 Ecumene : a journal of environment, culture, meaning Edward Arnold

221 Energy conversion and management : an international journal Pergamon Press

222 Environment and planning. A Pion
223 Environmental conservation Lausanne

224 Environmental entomolog Entomological Society of America

225 Environmental health perspectives Baltimore

226 Environmental health perspectives. Supplements
Supt. of Docs., U.S. G.P.O.,
distributor

227 Environmental management Springer

228 Environmental pollution
Elsevier Applied Science
Publishers

229 Environmental science & technology American Chemical Society

230
Environmental sciences : an international journal of
environmental physiology and toxicology

Scientific Publishing Division

231 Environmental toxicology and chemistry Pergamon

232 Fisheries science : FS
Japanese Society of Fisheries
Science

233 Food contro Butterworths

234
IEEE transactions on pattern analysis and machine
intelligence Computer Society

Institute of Electrical and
Electronics Engineers

235
Industrial marketing management : an international journal
of industrial marketing and marketing research

Elsevier

236
Information & management : the international journal of
management processes and systems

North-Holland Publishing

237 Integrated environmental assessment and management
Society of Environmental
Toxicology and Chemistry

238 International journal of andrology. Supplement Scriptor

239 Japan : an international comparison
Japan Institute for Social and
Economic Affairs

240 Japan agricultural research quarterly : JARQ
Tropical Agriculture Research
Center, Ministry of Agriculture
and Forestry

241
JICA magazine : news from the Japan International
Cooperation Agency

JICA
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242 JICA network
Japan International Cooperation
Agency

243
JICA's world : the magazine of the Japan International
Cooperation Agency

JICA

244 JIRCAS international symposium series

Japan International Research
Center for Agricultural
Sciences, Ministry of
Agriculture, Forestry and
Fisheries

245 Journal of agricultural & environmental ethics University of Guelph
246 Journal of agricultural science Cambridge University Press
247 Journal of biotechnology Elsevier
248 Journal of development economics North Holland
249 Journal of econometrics North-Holland

250
Journal of economic entomology : official organ of the
Association of Economic Entomologists

Entomological Society of America

251 Journal of economic literature American Economic Association
252 Journal of economic theory Academic Press
253 Journal of environmental economics and management Academic Press
254 Journal of environmental management Academic Press

255 Journal of regional science
Regional Science Research
Institute

256 Journal of retailing
New York University, Institute
of Retail Management

257 PS, political science & politics
American Political Science
Association

258
Quarterly bulletin of the International Association of
Agricultural Information Specialists specialistes de
l'information agricole International Association

International Association of
Agricultural Information
Specialists

259 Quarterly journal of international agriculture DLG
260 Regional science & urban economics North-Holland

261 Resource : engineering & technology for a sustainable world ASAE

262 Science. New series Moses King
263 Munn & Co

264 Technology and development
Institute for International
Cooperation, Japan International
Cooperation Agency

265 The American economic review American Economic Association

266 The American journal of sociology University of Chicago Press

267 The Annals of regional science Springer

268 The Ecologist : journal of the post industrial age Ecosystems

269 The econometrics journal Blackwell Pub

270
The economic journal : the quarterly journal of the British
Economic Association

Macmillan

271 The Political quarterly MacMillan

272 The Rand journal of economics Rand Corporation

273 The Scientist
Institute for Scientific
Information

274 Transactions of the American Mathematical Society American Mathematical Society

275 Time : the weekly newsmagazine Time International

276 Trends in biotechnology Elsevier Science Publishers

277 Utah science
Agricultural Experiment Station
Utah State University
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1 Atmospheric Environment Elsevier
2 Biochemical and Biophysical Research Communications Elsevier
3 Biological Conservation Elsevier
4 Bioresource Technology Elsevier
5 Biosystems Engineering Elsevier
6 Forest Ecology and Management Elsevier
7 Geochimica et Cosmochimica Acta Elsevier
8 International Dairy Journal Elsevier
9 Life Sciences Elsevier

10 Marine Chemistry Elsevier
11 Nature Springer Nature
12 Proceedings of National Academy of Sciences National Academy of Sciences
13 The Lancet Elsevier
14 Water Research Elsevier
15 Cambridge University Press Cambridge University Press
16 National Geographic Magazine Archive Cengage Learning
17 ScienceDirect Elsevier
18 SpringerLink Springer Nature
19 Unibio Press ScholAgora
20 日経BP記事検索サービス 日経BP社
21 ルーラル電子図書館 農山漁村文化協会
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酪農学園大学教授会規程 

第１章 総 則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」という。）第７条及び第８条の規定に基づき、教授会

及び評議会の運営に関して必要な事項を定める。 

第２章 教授会 

 （組織） 

第２条 教授会は、次により組織する。 

(1) 農食環境学群   循 環 農 学 類 

  食 と 健 康 学 類 

  環 境 共 生 学 類 

  農環境情報学類 

(2) 獣 医 学 群   獣  医  学  類 

  獣医保健看護学類 

 （構成） 

第３条 教授会は、学群長、学群常勤の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。 

２ 学長は教授会に出席することができる。 

３ 学群長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ意見を徴することができる。 

 （招集及び議長） 

第４条 学群長は、教授会を招集し、その議長となる。 

２ 学群長が事故あるときは、学群長が予め指名した者が議長となる。 

３ 教授会は原則として毎月１回以上開催するものとする。 

４ 学群長は、学長より開催の要請があったとき及び教授会構成員の３分の１以上の者より開催の要請があ

ったときは、速やかに教授会を招集する。 

 （審議事項） 

第５条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり審議し、意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

２ 教授会は、学長及び学群長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び学群長の

求めに応じ、意見を述べることができる。 

３ 教員の資格審査に関する事項は別に定める。 

（議事運営） 

【資料14】
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第６条 教授会は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立する。但し、次の者は構成員数から除くもの

とする。 

(1) 長期出張者（２か月以上）

(2) 休職中の者

２ 議事は出席者の２分の１以上の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

３ 構成員以外の出席者は、議決に加わらない。 

 （運営委員会） 

第７条 学群の運営を協議するため、学群に運営委員会を置く。 

２ 運営委員会の構成は次に掲げるとおりとする。但し、必要に応じて大学に設置する各委員会の委員を出

席させることができる。 

(1) 学群長

(2) 学類長

(3) 次に掲げる委員のうち、学群長が推薦し教授会の信任を得たもの各１名

 イ．教務委員 

 ロ．入試委員 

 ハ．学生支援委員 

 ニ．就職委員 

３ 学群長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 

第３章  評議会 

（構成） 

第８条 評議会は、学長、学群長、大学院研究科長、学類長及び役職者をもって構成する。 

２ 前項に規定する役職者は、教育センター長及び第13条に規定する委員会の長とする。 

３ 学長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ意見を徴することができる。 

 （任期） 

第９条 前条に定める構成員の任期は３年とする。ただし、欠員により選出された構成員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 （招集及び議長） 

第10条 学長は、必要に応じて評議会を招集し、その議長となる。 

２ 学長が事故あるときは、学長が予め指名した者が議長となる。 

３ 学長は、教授会の議により開催の要請があったとき及び学長を除く構成員の３分の１以上の者より開催

の要請があったときは、評議会を招集する。 

  （審議事項） 

第11条 評議会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり審議し、学長に意見を述べるものと

する。 

(1) 学群、学類の設置、廃止又は変更に関する事項

(2) 学則その他の重要な規則、規程の制定又は改廃に関する事項
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(3) 教育・研究・事業計画等に関する事項

(4) 教員の資格審査に関する事項

(5) 教学の基本方針及び学群教育の調整に関する事項

(6) 全学的機関及び学群間の調整に関する事項

(7) 学生の厚生補導又は賞罰の基準及びその運用等に関する事項

(8) 学長が必要と認めた事項

（議事運営） 

第12条 評議会は、構成員の３分の２以上の出席により開催することができる。 

２ 構成員以外の出席者は、審議に加わることができない。 

（委員会等） 

第13条 大学運営の円滑・推進・調整を図り協議するため、評議会のもとに次の委員会を設置する。 

(1) 教務委員会

(2) 学生支援委員会

(3) 入試委員会

(4) 就職委員会

(5) 附属図書館委員会

(6) フィールド教育研究センター運営委員会

(7) 附属動物医療センター運営委員会

(8) 社会連携センター運営委員会

２ 学長は前項に掲げる委員会のほか、必要に応じて委員会を設置することができる。 

３ 委員会は、教授会又は評議会より予め付託された事項を審議することができる。 

４ 委員会に関する規程は別に定める。 

第４章 補則 

 （改廃） 

第14条 この規程の改廃は、理事会が決定する。 

附 則 

１ この規則は、1996（平成８）年４月１日から制定施行する。 

２ この規則の制定により、酪農学園大学教授会施行細則（昭和 43年６月６日）は廃止する。 

３ この規則の制定により、酪農学園大学部科長会議規程（制定昭和46 年３月 17日）は廃止す

る。 

附 則 

この規則は、1998（平成 10）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2002（平成 14）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2003（平成 15）年４月１日から施行する。 

附 則 
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この規則は、2005（平成 17）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2005（平成 17）年 10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2007（平成 19）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2008（平成 20）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2011（平成 23）年４月１日から施行する。 

附 則  

１ この規程は、2015（平成27）年４月１日から施行する。 

２ 第９条の規定にかかわらず、2015年４月１日に就任する評議員の任期は、現に在任する学長の在任期間

と同一とする。 

附 則 

この規程は、2017（平成 29）年４月１日から施行する。 

附 則（2018 年 10 月１日改正規程 2018－42 号） 

この規程は、2018（平成 30）年 10月１日から施行する。 

附 則（2020 年４月１日改正規程 2020－21 号） 

この規程は、2020 年４月１日から施行する。 

附 則（2022 年３月 24 日改正規程 2021－003 号） 

この規程は、2022 年４月１日から施行する。 

附 則（2025 年 月 日改正規程 2025－ 号） 

この規程は、2026 年４月１日から施行する。 
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酪農学園大学自己点検・評価運営委員会規程 

（目的） 

第１条 この規程は、酪農学園大学学則第１条の２及び酪農学園大学大学院学則第１条の３の規定

に基づき、酪農学園大学（以下「本学」という。）の教育研究活動、管理運営及び財務等の状況に

ついて自ら行う自己点検と評価に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員会の設置） 

第２条 前条の目的に基づき、本学の教育研究水準の充実向上を図るために、酪農学園大学自己点

検・評価運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

（審議事項） 

第３条 運営委員会は、全学的視野に立って次に掲げる事項を審議する。 

(1) 本学における教育研究活動等の点検と評価に関する事項

(2) 本学における点検と評価にかかる基本的方針及び実施基準等の策定に関する事項

(3) 本学の点検と評価にかかる報告書の作成と公表に関する事項

(4) 点検と評価の調整に関する事項

（構成） 

第４条 運営委員会は、次の各号に掲げる運営委員をもって組織する。 

(1) 学長

(2) 学群長、研究科長

(3) 教育センター長、学園事務局長、大学事務局長、情報政策局長

(4) その他、学長が必要と認めた者

（任期） 

第５条 運営委員の任期は、前条第１号から第３号までの者にあっては、その職の在任期間とし、

第４号の者は、当該学長の在任期間までとする。ただし、再任は妨げない。 

（委員長） 

第６条 運営委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 

（議事） 

第７条 運営委員会は、運営委員の２分の１以上の出席がなければ、これを開くことができない。 

２ 運営委員会の議決は、出席者の過半数の賛成で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

３ 委員長は、書面、電子メール又は Web 会議による審議をもって運営委員会の開催に代えること

ができる。 

（意見聴取） 

第８条 委員長が必要と認めるときは、運営委員以外の者を運営委員会に出席させて意見を聴くこ

とができる。 

（実施専門委員会） 
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第９条 運営委員会には、必要に応じ特定の専門的事項を所掌するため、酪農学園大学自己点検・

評価実施専門委員会（以下「専門委員会」という。）を置く。 

２ 専門委員会は、運営委員会の委任した事項を点検評価する。 

３ 専門委員会の規程については、別に定める。 

（審議及び点検評価の結果） 

第 10条 運営委員会は、審議及び点検評価の結果を教授会への報告を経て、公開しなければならな

い。 

（事務） 

第 11条 運営委員会の事務は、学務部で処理する。 

（補則） 

第 12条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の議事及び運営に関する必要な事項は、運営委

員会において定める。 

（改廃） 

第 13条 この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長が決定する。 

附 則（1993年２月 25日規程 1992－３号） 

この規程は、1993（平成５）年２月 25日から施行する。 

附 則 

この規程は、2002（平成 14）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2005（平成 17）年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2005（平成 17）年 10月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2013（平成 25）年７月４日から施行する。 

附 則  

この規程は、2015（平成 27）年４月１日から施行する。 

附 則（2017年４月１日改正規程 2017－31号）  

この規程は、2017（平成 29）年４月１日から施行する。 

附 則（2018年 10月１日改正規程 2018－30号）  

この規程は、2018（平成 30）年 10月１日から施行する。  

附 則（2020年６月９日改正規程 2020－34号） 

この規程は、2020年６月９日から施行する。 

－ 設置等の趣旨（資料）料45 －



酪農学園大学自己点検・評価実施専門委員会規程 

（委員会の設置） 

第１条 酪農学園大学自己点検・評価運営委員会規程第９条に基づき、運営委員会の付託事項に関

する推進を図るために、酪農学園大学自己点検・評価実施専門委員会（以下「専門委員会」とい

う。）を設置する。 

（構成） 

第２条 専門委員会は、次の各号に掲げる専門委員をもって構成し、学長が任命する。 

(1) 学類長

(2) 教育センター教務担当部長、学生支援担当部長及び事務次長

(3) キャリアセンター長及び事務課長

(4) 入試広報センター長及び事務次長

(5) 社会連携センター長及び事務次長

(6) 附属図書館長及び事務課長

(7) フィールド教育研究センター長及び農事課長

(8) 附属動物医療センター長及び事務課長

(9) 学務部長

(10) 学園事務局次長

(11) 情報政策局課長

(12) その他、学長が必要と認めた者

（任期） 

第３条 専門委員の任期は、前条第１号から第 11 号までの者にあっては、その職の在任期間とし、

第 12号の者は、当該学長の在任期間までとする。ただし、再任は妨げない。 

（委員長） 

第４条 専門委員会に委員長を置き、運営委員会の付託事項の内容により学長が指名する。 

２ 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。 

（議事） 

第５条 専門委員会は、専門委員の２分の１以上の出席がなければ、これを開くことができない。 

２ 専門委員会の議決は、出席者の過半数の賛成で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

３ 委員長は、書面、電子メール又は Web 会議による審議をもって運営委員会の開催に代えること

ができる。 

（意見聴取） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、専門委員以外の者を専門委員会に出席させて意見を聴くこ

とができる。 

（点検評価の結果） 

第７条 専門委員会は、点検評価の結果について、酪農学園大学自己点検・評価運営委員会に報告
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しなければならない。

（事務） 

第８条 専門委員会の事務は、運営委員会の付託事項を担当する部署において処理する。 

（点検評価の協力） 

第９条 専門委員会が行う点検及び評価の実施にあたり、酪農学園事務局及び大学内の全ての部署

は、当該所掌事項に関して協力する。 

（改廃） 

第 10条 この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長が決定する。 

附 則（1993年２月 25日規程 1992－４号） 

この規程は、1993（平成５）年２月 25日から施行する。 

附 則 

この規程は、2005（平成 17）年９月９日から施行し、2005（平成 17）年８月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、2005（平成 17）年 10月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2013（平成 25）年７月４日から施行する。 

附 則  

この規程は、2015（平成 27）年４月１日から施行する。 

附 則（2018年 10月１日改正規程 2018－31号）  

この規程は、2018（平成 30）年 10月１日から施行する。 

附 則（2020年６月９日改正規程 2020－35号） 

この規程は、2020年６月９日から施行する。 

附 則(2022年６月９日改正規程 2022－205号) 

 この規程は、2022年４月１日から施行する。 
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学校法人酪農学園 IR 規程 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人酪農学園（以下「学園」という。）における Institutional Research

（以下「IR」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 学園における「IR」とは、学園内及び学園外の情報を収集・分析し、その分析結果から導き

出される内容に基づき、学園の更なる発展を図るための意思決定や改善活動を立案・実行・検証

するため各部署が連携して行う活動をいう。 

（業務） 

第３条 学園における IR 業務は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 教育研究及び管理運営等に資する情報の収集・分析に関する業務

(2) 学生生徒支援に資する情報の収集・分析に関する業務

(3) IR 関連システムの管理及び運用に関する業務

(4) 中期計画の策定及び評価の支援に関する業務

(5) 自己点検・評価の支援に関する業務

(6) その他、計画策定や政策提言及び意思決定の支援に必要な情報の収集・分析に関する業務

（情報の収集） 

第４条 情報政策局は、前条に掲げる業務の遂行に際し、必要に応じて、各部局に IR 情報の提供を

依頼することができる。 

２ 各部局は、情報政策局に対し、IR 情報を提供しなければならない。 

（情報の利用制限及び管理） 

第５条 収集した IR 情報は理事長及び部局長が特に必要と認める場合を除き、第３条各号に掲げる

業務以外に用いてはならない。 

２ 収集した IR情報の管理は、別に定める学校法人酪農学園個人情報保護方針及び学校法人酪農学

園情報セキュリティ基本方針等、これらに関する諸規程に基づき、適切に管理するものとする。 

（情報の活用及び取扱い） 

第６条 情報政策局は、第４条により収集したIR情報等を基に調査及び分析を行い、理事長に対し、

政策提言を行うものとする。 

２ 作成・分析された IR情報は、その目的や必要性に応じて各部局に公開、共有することができる。

作成・分析された IR 情報は必要最小限の範囲で適切な管理及び運用を行わなければならない。 

３ 理事長及び各部局長は、公表に適すると判断される IR情報については、ウェブサイト等におい

て必要に応じ情報公開を行う。 

（教育研修） 

第７条 理事長は、第３条に掲げる業務を行うため、担当教職員に対して定期的に学外の組織が主

催、実施する研修会等を受講するなど、IR に関し理解を深め、必要な知識を習得するための教育・

研修を受けさせなければならない。 
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（所管） 

第８条 この規程に関する事務は、情報政策局が行う。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、常任理事会の議

を経て、理事長がこれを定める。 

（改廃） 

第 10 条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て、理事長が行う。 

附 則（2021 年８月 31日規程 2021－101 号） 

この規程は、2021 年８月 31 日から施行する。 
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酪農学園大学教学 IR 委員会規程 

（設置及び目的） 

第１条 この規程は、学校法人酪農学園 IR 規程第３条に掲げる業務について、酪農学園大学におけ

る教育研究、学生支援に関する情報の収集・分析及び自己点検・評価の支援に係る IR 業務を円滑

に推進するため、酪農学園大学教学 IR 委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その運営につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

（構成） 

第２条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

（１）学長

（２）学長が指名する教員

（３）教育センター事務次長

（４）キャリアセンター事務課長

（５）入試広報課長

（６）情報政策局課長

（任期） 

第３条 委員の任期は、前条第１号及び第３号から第６号までの者にあっては、その職の在任期間

とし、第２号の者は当該学長の在任期間までとする。ただし、再任を妨げない。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学長をもって充てる。副委員長は委員長が

指名する者をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。 

（協議事項） 

第５条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）教育研究に関する情報の収集・分析に関する事項

（２）学生支援に関する情報の収集・分析に関する事項

（３）教学に関する自己点検・評価の支援に関する事項

（４）その他、教育の質の充実・改善に資する情報の収集・分析に関する事項

（議事） 

第６条 委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ、議事を開くことができない。 

２ 委員長は、書面、電子メール又は Web 会議による審議をもって委員会の開催に代えることがで

きる。 

（意見聴取） 

第７条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴くことができ

る。 

（事務） 
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第８条 本規程に関する事務は、情報政策局が行う。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関する必要な事項は、学長がこれ

を定める。 

（改廃） 

第 10 条 この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長が行う。 

附 則（2022 年 10 月６日規程 2022-201 号） 

この規程は、2022 年 10 月６日から施行する。 

附 則（2023 年６月 29日改正規程 2023-209 号）  

この規程は、2023 年６月 29 日から施行する。 
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酪農学園大学外部評価実施規程 

(目的) 

第１条 この規程は、酪農学園大学（以下「本学」という。）学則第１条の２に規定する自己点検・

評価の客観性及び妥当性を担保するとともに、諸活動全般の改善に資するため、自己点検・評価

の結果に基づき実施する学外有識者による検証及び評価（以下「外部評価」という。）を行うため

に必要な事項を定める。 

(外部評価) 

第２条 本学学則第１条の目的達成のため、本学の教育、研究、業務、運営及び社会貢献等に関

する諸活動の状況の検証と改善を目的として、本学自己点検・評価運営委員会による大学全体の

自己点検・評価及び特定の部所等で行う自己点検・評価の結果について、学長は必要に応じて外

部評価を実施する。 

(外部評価委員会) 

第３条 学長は、外部評価を実施するため、酪農学園大学外部評価委員会(以下「外部評価委員会」

という。) を設置する。 

(任務) 

第４条 外部評価委員会は、本学が行う自己点検・評価の結果について、検証及び評価を行う。 

(組織) 

第５条 外部評価委員会は、本学職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い見識を有する学外有

識者３人以上をもって組織する。 

 前項の委員は、大学の運営等に関する見識を考慮して学長が選考し、委嘱する。 

３ 外部評価委員の委員会出席にあたって、本学の基準により旅費及び謝金を支給する。 

(任期)  

第６条 前条第１項に掲げる委員の任期は、学長が委嘱した時から当該外部評価が終了するまで

の期間とする。 

(委員長)  

第７条 外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代行する。 

(議事)  

第８条 外部評価委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ議事を開くことができない。 

【資料19】

－ 設置等の趣旨（資料）料52 －



(外部評価の報告)  

第９条 外部評価委員会は、評価の結果を学長に報告するものとする。 

２ 学長は、外部評価委員会の評価結果を評議会で報告した後、学内外に公表する。 

(事務)  

第 10条 外部評価委員会の事務は、学務部学務課が行う。 

(雑則)  

第 11条 この規程に定めるもののほか、外部評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

(改廃)  

第 12条 この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長が決定する。 

附 則（2019年８月１日規程 2019－６号）  

この規程は、2019 年８月１日から制定・施行する。 
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酪農学園大学教職員人材育成の目標・方針 

目標 

本学のＦＤ・ＳＤは、建学の精神に基づく大学教育を担う資質・能力及び研究を通して社会に貢

献できる高度な知識・技能を有し、崇高な倫理観並びに豊かな人間力を持った教職員を育成するこ

とを目標とする。 

方針 

上記の目標を踏まえ、以下の方針のもとに、ＦＤ・ＳＤを組織的かつ体系的に行う。 

１．教職員における教育・研究及び管理運営に係る能力の改善・向上に資する研修を定期的に実施

し、教職員に能力開発の機会を提供する。 

２．授業の計画及び実施、授業評価及びそのフィードバックなど、教授方法の改善に資する活動を

実施する。 

３．大学組織の理解や教育研究活動等の適切かつ効果的な運営、教職員間のコミュニケーションに

関する研修など、より高度な大学運営を理解するための活動を実施する。 

４．ＦＤ・ＳＤの啓発に関わる活動を実施する。 
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酪農学園大学 FD委員会規程 

（設置および目的） 

第１条 酪農学園大学（以下「本学」という。）は教職員の教育研究活動の向上に関して全学的な立

場から組織的な検討、資質向上を図ることを目的として、大学 FD（（ファカルティ・ディベロップ

メント）委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（審議および活動） 

第２条 委員会は次の各号に掲げる事項について審議し、FDを推進するための活動を行う。 

(1) 学生による授業評価の計画、実施および結果分析

(2) FDの推進に関連した教職員の研修プログラムへの参加、講演および講習会の企画、実施に関

する事項 

(3) 本学の教育環境改善を目的とした教職員と学生の意見交流活動

(4) 学生による本学教育に対する意見、要望に関する事項

(5) 各学群が行う FD活動の支援

(6) FD活動に関する情報、資料の収集および広報活動

(7) FD活動報告書の刊行

(8) その他 FDの推進に関する事項

（構成） 

第３条 委員会は次に掲げる委員をもって構成する。 

(1) 委員長   学長が推薦して委嘱する 

(2) 副委員長  学群 FD委員長および教育センター教務担当次長（基盤教育） 

(3) 委員    学類選出委員（各学類から１名） 

教育センター事務次長 

キャリアセンター事務課長 

学務部長 

２ 委員長および委員の任期は３年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。また委員は再任されることができる。 

（運営） 

第４条 委員会は委員長が招集・開会し、議長となる。また委員長が必要と認めた場合は、委員以外

の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局は、学務部学務課に置く。 

（雑則） 

第６条 この規程に関する必要な事項は、委員会が別に定める。 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長が決定する。 

【資料21】

－ 設置等の趣旨（資料）料55 －



附 則（2012年４月１日規程 2012－３号） 

この規程は 2012（平成 24）年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は 2015（平成 27）年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は 2016（平成 28）年４月１日から施行する。 

附 則（2017年４月１日改正規程 2017－12号）  

この規程は 2017（平成 29）年４月１日から施行する。 

附 則（2018年 10月１日改正規程 2018－32号）  

この規程は、2018(平成 30)年 10月１日から施行する。 
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酪農学園大学ＦＤ活動方針 

１．ＦＤ活動とは 

本学では、ＦＤ活動とは、「教育・研究活動を向上するために教職員の資質向上を目的に行われる

組織的活動」と定義する。 

２．ＦＤ活動の目的 

本学のＦＤ活動は、酪農学園大学教職員人材育成の目標・方針に基づき、教育基本方針（3つのポ

リシー）を、より 適切で、効果的に、深く実現するために取り組む。

３．教員に求める能力 

上記の目的に向けた活動に参加するために、教員には本学の教育基本方針を深く理解するととも

に以下の能力が求められる。 

①専門分野と教育一般および大学業務に関する学識

②授業を適切に設計して実施し評価して改善するための技能

③多様な学生・教職員と適切に協働で取り組むための態度

④大学の様々な社会的場面において、学生に社会人としての基礎的な能力を指導し、関連する部

局や教職員と連携して、授業の改善と大学の改革に積極的に関与できる実践力。

４．ＦＤ活動の方法 

ＦＤ委員会と事務局は、上記の教員に求められる能力を開発するための、諸個人の活動、学類・学

群・全学レベルでの活動についてニーズを把握し、支援し、企画して実施し、評価し公開する。 

各教員およびＦＤ委員会と事務局は、時代とともに変化する学生に寄り添い、本学を取り巻く外

的諸要因を踏まえて、学内各部局と連携し、個々人の主体性を重視して、教員と職員が協働で、学生

の参画を得ながら組織的に取り組む。 

基本方針の実現に向けて、一定期間ごとに実施計画を策定する。 
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学校法人酪農学園職員研修規程 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人酪農学園職員就業規則第19条及び学校法人酪農学園有期雇用職員就

業規則第23条の規定に基づき、学校法人酪農学園の職員の能力開発及び資質向上と人格育成のた

めに実施する研修について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（研修の方針） 

第２条 研修は、この規程の定めるところにより、職員に必要な知識と技能を修得させるため、長

期的な人材養成の一環として、計画的、効果的、かつ継続的に実施するものとする。 

（研修の種類） 

第３条 研修の種類は、次のとおりとする。 

（１）職位・職種別研修

（２）選択研修

（３）全体研修

２ 前項第１号の職位・職種別研修は、職位または職種に応じて、職務の遂行に必要な知識・技能

及び能力の修得・向上を目的として実施する研修とする。 

３ 第１項第２号の選択研修は、参加者を募集し、選抜の上実施する研修とする。 

４ 第１項第３号の全体研修は、全職員を対象として実施する研修及び参加者を指定して実施する

研修とする。 

５ 第１項第４号の自己啓発型研修は、各部署の予算、教育改善・充実資金等を活用して、それぞ

れの担当業務に係る業務遂行能力の向上等を目指して各職員が主体的に実施する研修とする。 

（研修の実施計画） 

第４条 学長、校長及び常務理事（以下「責任者」という。）は、研修（前条第１項第４号の自己啓

発型研修を除く。この条及び次条において同じ）の実施計画を毎年度作成するものとする。 

２ 実施計画は、次の事項について定めるものとする。 

（１）研修の年次計画、実施方法等に関する事項

（２）研修の対象者に関する事項

（３）その他研修に関し必要な事項

３ 責任者は、必要あるときは、適任者の意見を聞いて研修の実施計画を作成するものとする。 

（研修の実施） 

第５条 研修は、前条の規定により作成された実施計画に基づき実施するものとする。 

（研修の報告） 

第６条 職員は、第３条第１項第１号、第２号及び第４号による研修を受講した場合は、終了後、

速やかに、別紙様式による報告書を所属長及び責任者を経由し、理事長に提出しなければならな

い。 

２ 職員は、第３条第１項第３号による研修を受講した場合は、その都度定める方法に従い報告を

行うものとする。 

（事務） 

第７条 研修に関する事務は、事務局においては総務課、大学においては学務部学務課、高校にお

いては事務部事務課が行う。 
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（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、常任理事会において決定する。 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て、理事長が決定する。 

附 則 

この規程は、2016(平成28)年４月１日に制定し、同日から施行する。 

附 則（2018年６月１日改正規程2018－14号） 

この規程は、2018(平成30)年６月１日から施行する。 

別紙様式（研修報告書） 
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酪農学園大学就職委員会規程 

（設置） 

第１条 酪農学園大学教授会規程第 13条の規定に基づき、酪農学園大学就職委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（構成） 

第２条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) キャリアセンター長

(2) キャリアセンター副センター長

(3) 各学類から各１名

(4) キャリアセンター事務課長

（任期） 

第３条 委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はキャリアセンター長、副委員長はキャリ

アセンター副センター長をもって充てる。

２ 委員長は、委員会を招集し、議長となる。 

３ 副委員長は、委員長に事故あるとき、委員長の職務を代行する。 

（協議事項） 

第５条 委員会は、本学学生の就職に関する業務を円滑に推進するために、次に掲げる基本的事

項を協議する。 

(1) 業務計画に関すること。

(2) 就職指導に関すること。

(3) 求人活動に関すること。

(4) 就職斡旋に関すること。

(5) 就職に関する情報、資料の収集・調査研究に関すること。

(6) その他就職に関すること。

２ 前項の協議事項については、必要に応じて学長に具申する。 

（議事） 

第６条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。 

２ 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を徴することがで

きる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、キャリアセンター事務課に置く。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定め

る。 
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（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長が決定する。 

附 則（1980年５月 15日規程 1980－２号） 

この規程は、1980（昭和 55）年５月 15日から施行する。 

附 則 

この規程は、1989（平成元）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、1994（平成６）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、1995（平成７）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、1996（平成８）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、1998（平成 10）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2008（平成 20）年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2011（平成 23）年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、2012（平成 24）年 10月 12日から施行する。 

２ 第２条第３号の規定に係わらず、学部及び学科の廃止が認可されるまでの間は同条に

規定する構成者に各学類とある場合は各学科を加えるものとする。 

附 則 

この規程は、2015（平成 27）年４月１日から施行する。 

附 則（2017年４月１日改正規程 2017－13号） 

この規程は、2017（平成 29）年４月１日から施行する。 

附 則（2018年 10月１日改正規程 2018－40号） 

この規程は、2018（平成 30）年 10月１日から施行する。 
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